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(一社）東大阪ツーリズム振興機構 

マネジメント・コンサインメント業務 プロポーザル募集要領 

 

１．事業の主旨 

東大阪市では、平成２８年１０月より(一社)東大阪ツーリズム振興機構（以下

「機構」）を立ち上げ、従来の観光地ではない東大阪市の地域資源を生かした着

地型観光を推進することで、観光消費額を高めることに加え、交流人口及び定住

人口の増加、地域経済の活性化を図ることを目的に活動してきた。本事業は、登

録ＤＭＯのアドバンテージを十分に生かすとともに連続テレビ小説「舞いあが

れ！」の舞台となるなど事業の幅も拡大していることから、これまでの機構の活

動にとどまることなく、効果的・効率的に地域の稼ぐ力を引き出し、東大阪の都

市ブランドの向上及び事業者満足度を高めるなど更なる効果を上げることを目

的として、機構のマネジメント業務を経験豊富な人材やノウハウを有する民間

事業者に委託するマネジメント・コンサインメント方式を導入することとし、最

も適した事業者に委託するため公募型プロポーザルにより選定するものである。 

 

２．事業の概要 

（１）業務名 

   (一社)東大阪ツーリズム振興機構マネジメント・コンサインメント業務 

（２）業務内容 

(一社)東大阪ツーリズム振興機構マネジメント・コンサインメント業務

仕様書のとおり 

（３）履行期間 

   契約締結日から令和 6 年 3 月 31 日まで 

     ただし、継続的な事業とすることで、より効果が期待されることから機

構が契約期間の延長を認めたときは、この限りではない。 

（４）予算額 

  ５０，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税含む） 

上記金額のほか、成果報酬型支払い制度を導入する。 
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３．応募資格 

本業務の提案に参加できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする 

(１) 下記「スケジュール」に記載している本プロポーザル募集にかかる説

明会に参加していること。（対面・オンラインは問わない） 

(２) 会社更生法に基づく更生手続きの開始または民事再生法に基づく再生

手続きを開始していないものであること。 

(３) 国または地方公共団体から取引停止の措置を受けていないものである

こと。 

(４) 最新の消費税および地方消費税の未納がないこと。 

(５) 主たる事務所の所在地における最新の地方税の未納がないこと。 

(６) 参加表明者およびその役員、従業員が過去から現在にかけて暴力団、

暴力団員、暴力関係者、総会屋等の反社会的勢力に対して出資、貸付、

資金提供等の便宜を図っておらず、自ら意図して交際し、維持、運営に

協力もしくは関与をしていないこと。 

 

４．参加申込者の失格に関する事項 

 参加申込者は、以下のいずれかに該当した場合は、失格又は無効とする。 

 （１）提案書・見積書の提出期限に遅れがあった場合 

（２）提出書類に不備がある場合（軽微な場合を除く） 

（３）書類審査にて機構の質問に対する回答書の提出期限に遅れた場合 

（４）本書に記載する制約事項に違反した場合 

（５）本件に関して本書に定める以外の方法により、機構役職員に直接又は間

接の連絡を求めた場合 

（６）プロポーザル参加申込書及び企画提案書提出後から受託候補者の決定

までの間に、機構から指名停止等の措置を受けた場合 

（７）企画提案書の見積書に関し事業費上限額を超える金額を提案した場合 

 

５．スケジュール 

項番 内容 日程 

１ 公募開始 令和５年４月２１日（金） 

２ 説明会 
令和５年４月２７日（木） 

令和 5 年４月２８日（金） 
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３ 質問受付 令和 5 年４月２８日（金） 

４ 質問回答期限 令和５年５月１０日（水） 

５ 書類（参加申込書・企画提案書等）提出期限 令和５年５月１６日（火） 

６ プレゼンテーション実施内容通知 令和５年５月１９日（金） 

７ プレゼンテーション 令和５年５月２４日（水） 

８ 優先交渉事業者決定通知 令和５年５月２６日（金） 

９ 業務契約締結 令和５年６月以降 

 

６．質問の受付及び回答 

（１）受付方法 

   電子メールでの受付とする。（電話・Fax 等は不可。）質問の受付期限は

スケジュールのとおり。 件名を「（一社）東大阪ツーリズム振興機構マネ

ジメント・コンサインメント業務に関する質問（事業者名）」とし、【様式 

第 6 号】質問書に必要事項記入のうえ、ワード形式で添付すること。 な

お、電子メール到達確認のため、送信後に電話確認すること。メールアド

レス及び電話番号については、4 頁「⒏ 担当窓口」にある問い合わせ先に

記載する。 

（２）回答について 

質問の回答については、機構ホームページ上にて回答する。回答日はス

ケジュールのとおり。 

（３）留意事項 

期日以降の質問に関しては回答できないので、期限厳守のうえ質問する

こと。 なお、質問無き場合並びに見解を異にする場合は、機構の決定に基

づくものとする。 

 

７．説明会の日時、場所等（対面・オンラインのハイブリット開催） 

日 時：令和５年４月２７日（木）・４月２８日（金） 

両日とも １３時３０分～（１時間程度） 

場 所：クリエイション・コア東大阪 南館 3 階 

    〒577-0021 大阪府東大阪市荒本北一丁目 4 番 1 号 

※ 説明会への参加申込みは、4 月 26 日(水)15:00 までに、次頁「⒏担当窓

口」に【別紙】説明会参加申込書を記載のうえ、メールにて送信ください。 
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８．担当窓口 

   （一社）東大阪ツーリズム振興機構 

      〒577－0011 大阪府東大阪市荒本北一丁目１番 1 号 

東大阪市役所別館 2 階 

電話：06－4309－8083 

Mail： hta-jimukyoku@higashiosakatourism.com 

担当者：阿部・山本 

 

９．応募方法 

参加を希望する事業者は、【様式第 1 号】参加申請書、【様式第 2 号及び様式

第 3 号】誓約書、【様式第 4 号】事業者概要書及び【様式第 5 号】業務実績調

書、並びに、企画提案書(下記※１～3 を参照)、経費見積書(下記※4 を参照)を

作成し、期日までに提出すること。 

（１）提出期限：令和５年５月１６日（火）１７時３０分まで 

（２）提出方法：持参(平日午前９時から１７時３０分まで)または郵送(書留郵

便に限る) 

ただし、郵送による場合は、提出期限までに到着したものに限り受け付

ける。 

（３）提 出 先：上記「８」の担当窓口まで 

※１ 様式は任意、用紙は A4 判（縦書き・横書きは不問）。 

※２ 正本１部、副本 10 部を提出すること。ただし副本は内容に参加社名が

わかる個所はすべて削除し作成すること。 

※３ 業務実施にあたり、業務全体の管理者及びその他業務従事者について、

その配置や業務内容等を記載すること。また、契約後の主担当予定者

を明記すること。 

※４ 経費見積書（任意様式ただし細目・単価・数量をできる限り記載、単

位は円）を正本１部、副本１０部（社名記載なし）。 

また、類似の業務を行った実績がある場合は、同種業務実績調書（任

意様式）を正本１部、副本 10 部（社名記載なし）あわせて提出するこ

と（A４判） 

 

１０．受託候補者の選定 

mailto:hta-jimukyoku@higasiosakatourism.com
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受託者の決定にあたっては、機構が設置する事業者選定委員会において、２

次審査制で行う。 

   １次審査（書類審査）  

※ 2 頁「⒋参加申込者の失格に関する事項」の有無を審査 

   ２次審査（総合審査） 

     ※ 書類による提案内容及びプレゼンテーションによる審査 

2 次審査の合計点数で、最高得点を獲得した事業者を受託候補者に選定する

ものとする。 

  なお、提案事業者が１事業者であった場合でも、最低合格点（６割＝１０８

点）を上回る場合は、受託候補者に選定するものとする。 

 

１１．プレゼンテーションの実施 

１次審査後、各事業者には別途通知を行い、指定した日時において２次審査

のプレゼンテーションを実施する。 

（１）実施日     令和 5 年 5 月２４日（水） 

（２）実施時間・場所 プレゼンテーション実施案内通知にて詳細を記載する。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、 オ

ンライン方式で実施する場合がある。 

（３）実施方法     実施時間は４５分とする。 

（提案書説明２５分・質疑応答２０分） 

 

１２．評価基準 

№ 
評価項目

(大) 

評価項目 

(小) 
評価基準 配点 

１ 事業内容 

業務内容の理

解度 

本市の現状を理解しており、本業務

に取組む目的及び内容を理解して

いるか。 

15 

提案内容の実

現性 

本市の特徴を踏まえた具体的かつ

実現可能な提案内容であるか。 
30 

地域連携 

来訪者（市内消費者）満足度を高め

るため、市内事業者や市民との連携

を図り、観光地域づくりを推進して

いく内容となっているか。 

15 
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実務能力 

マーケティング、プロモーション

（情報発信）、営業に関する能力を

十分に発揮し、市内事業者の稼ぐ力

を引き出すとともに市内消費を促

す内容となっているか。 

25 

２ 業務実績 
過去５年間の

実績 

過去５年間に類似業務に関する実

績があり、本業務を履行する能力が

あると認められるか。 

 

10 

３ 実施体制 

スケジュール 

全体のスケジュールが示されてお

り、適切かつ効率的なものとなって

いるか。 

5 

体制の確保 

業務遂行にあたり適切な体制及び

専門性が確保されており、また、緊

急時対応等の責任体制が整ってい

るか。 

15 

４ 自由提案 
仕様書「５ 業務内容」のうち、自由

提案とした項目に対する評価 
25 

５ 見積価格 

消費税及び地方消費税相当額を含

み、事業費予算額 （50,000,000 円）

を超えないこと。 

満点〔10 点〕×（提案価格のうち最

低価格／自社の提案価格） 

※小数点以下四捨五入 

10 

６ 
プレゼンテ

ーション 

取組み姿勢及

び機構との連

携 

本業務に対する意欲・積極性が感じ

られるか、また、業務遂行にあたり、

機構と円滑なコミュニケーション

が期待できるか。 

30 

合 計 180 

 

※ 各評価項目（「5 見積価格」を除く）について、｢優秀５｣、｢やや優秀４｣、｢普

通３｣、｢やや劣る２」、｢劣る１｣の５段階評価 を行い、各評価項目の配点に

応じた値を掛けて評価点を算出する。 
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１３．審査結果について 

  審査結果は、すべての提案者に対して書面にて通知するとともに機構のホ

ームページにおいても公表する。 

 

１４．契約の締結 

  審査により決定された事業者は、機構との協議に基づき契約を締結するも

のとする。なお、候補事業者の提案が履行できなくなった場合や契約に向けた

協議の不調により締結に至らない場合は、次順位の事業者と契約に向けた協

議を行う場合がある。 

 

１５．その他 

（１）各資料の作成及び提出、プレゼンテーションにかかる経費については、

当該公募参加者が負担するものとする。 

（２）企画提案書等の提出書類は返却しない。 

（３）提出期限後の提出書類の変更や差替え等は認めない。 


